
  特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続のご案内   

 

日頃、本県の医療健康行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

現在お持ちの受給者証の有効期限は、令和５年９月 30 日までとなっております。 

10 月以降も引き続き医療費助成をご希望の場合は、以下により更新申請を行ってください。 

ご不明な点がある場合は、お手数ですが、下記「２ 提出・問合せ先」までご連絡ください。 

 

１ 提出期限  

令和５年７月７日（金） 
 

※ 期限直前は提出が集中し、受付に時間を要します。余裕を持った早めの御提出にご協力をお願いします。 

※ 郵送の場合は必着で御提出ください。 

 

７月８日以降に申請する場合、新しい受給者証の交付は 10 月以降になります。 

申請書の提出時期 新しい受給者証の交付予定時期等 

       ～７ 月 ７ 日 ９月中旬から９月下旬に交付予定（※1） 

７ 月 ８ 日～９月 3 0 日 申請書受理日から概ね３か月後に交付予定 

1 0 月１日～ 
申請書受理日から概ね３か月後に交付予定 

なお、新規申請となるため、有効期間は申請書受理日からとなります。 

 ※１ 書類の不備等があり、修正や追加提出をしていただく場合は、提出期限内に提出いただいた場合であっても、

受給者証の交付が 10 月以降となることがあります。 

 

 
２ 提出・問合せ先  

 

別紙に記載の保健所へ提出、お問い合わせく ださ い。 
 

受付時間は保健所により異なります。持参される場合はお手数ですが、事前に受付時間をご確認く

ださい。新型コロナウィルスの感染リスク軽減のため、郵送での提出にご協力ください。持参の場合は、

提出書類に加え、「負担上限月額管理票（緑色）」、認め印もご持参ください。 

 

 

3  提出書類  

患者本人が加入されている医療保険等により異なります。中面に記載してある書類を提出してくだ
さい。なお、提出書類の写しが必要な方は事前にご用意ください（コピーする際は A4 サイズにしてく

ださい）。提出窓口でコピーすることはできません。 

 



３  提出書類   保健所等に持参さ れる場合は、 以下の提出書類に加え、「 負担上限月額管理票（ 緑色）」、 認め印も ご持参く ださ い。  

（ １ ） 必須書類  下の表を見て、 自分が加入し ている保険証にあっ た提出書類をご用意く ださ い。               
患者本人の医療保険等の種別  

 

提 出 書 類 

国保 
( ○○市、 ○○町)  

国保組合 
( ○○国民健康保険組合)  

後期高齢 
( 後期高齢者医療広域連合)

被用者保険 
( 全国健康保険協会、 ○○健康保険組合、 ○○共済組合)  生活保護 

患者本人が被保険者 患者本人が被扶養者 

① 特定医療費（ 指定難病） 支給認定申請書 

  （ 同封の黄色の用紙又は水色の用紙）  

「 指定難病名」 「 健康保険証」 「 住所」 等に変更がな い場合： 黄色の用紙に記入し て提出し てく ださ い。  

上 記 以 外 の 方 （ 1 つ で も 変 更 が あ る 場 合 ） ： 水色の用紙に記入し て提出し てく ださ い（ 書類が別途必要になる場合があり ます）。  

② 臨床調査個人票 

（ 同封の疾患名が記入さ れたク リ ッ プ 留めし てある 用紙）  
申請さ れる疾患のかかり つけの病院又は診療所で記入し ても ら っ たも のを提出し てく ださ い。（ 受給者本人が記載し たも のは無効です。）  

③ 現在の受給者証のコ ピー 表面のコ ピーを提出し てく ださ い。  

④ 健康保険証のコ ピー  
保険の種別を問わず、 患者本人と 同一世帯員全員分の保険証のコ ピー 

（ 患者本人と 家族の保険が異なるこ と を確認するために必要。）  
患者本人の保険証のコ ピー 

被保護証明書（ 保険に加入さ れている場

合は患者本人の保険証のコ ピ ー）  

⑤ 課税証明書（ 令和５ 年度）  

 ※市役所等で６ 月中旬以降に発行さ れるも の 
不要（ 注意① 参照）  

健康保険証の記号番号が同じ 方 

全員分の課税証明書 
不要（ 注意① 参照）  

( 患者本人が住民税非課税の場合)  

患者本人の課税証明書 

( 被保険者が住民税非課税の場合)  

被保険者の課税証明書（ 注意②参照） 
不要 

 注意①： 患者本人または家族に、 昨年中（ 2022 年中） 収入がない方、 老齢年金の受給がなく 障害年金等のみを受給し ている方がいる場合は、 住民税の課税申告をし てく ださ い。（ 詳し く は同
封のピンク 色の資料を御確認く ださ い。） 住民税未申告の方がいる場合は、 後から 課税証明書の提出を依頼するこ と があり ます。  
 

 注意②： 被用者保険の被扶養者の方で、 被保険者が住民税非課税の場合は、 患者本人の住民税の課税申告が必要です。（ 詳し く は同封のピンク 色の資料を御確認く ださ い。）  
   

（ ２ ） 該当する場合のみ提出が必要な書類   

該   当   者 提  出  書  類 備     考 

① 健康保険証が変更になっ た方 

（ 所持し ている健康保険証と 受給者証に記載の保険者名・ 記号番号が異なる 方）  
同意書（ 同封のも の）  該当する 方は、上記( 1) ①の申請書は水色の用紙に記入し てく ださ い。 

② 軽症者特例（ 軽症高額該当） 区分の申請をする 方（ 詳細は同封のＱ ＆Ａ のＱ ７ へ）  

※お手持ちの受給者証の右上に「 軽症者」 と 記載がある方は必ずご確認く ださ い。  

負担上限月額管理票（ 緑色） のコ ピー 

（ １ ヶ 月の医療費総額が 33, 330 円を超える月が申請月を含む 12

ヶ 月間で３ 枚以上）  

該当する方は、 申請書表面の「 負担上限月額の特例」 欄（ 指定難病の名
称の下の欄） の該当申請項目に必ず☑ チェ ッ ク をいれてく ださ い。  
※詳細は同封のＱ ＆Ａ のＱ ７ をご確認く ださ い。  

※管理票がない場合は、 領収書等のコ ピーや特定医療費（ 指定難病） 証

明書など医療費総額が確認でき る書類 
③ 高額かつ長期区分の申請をする方（ 詳細は同封のＱ ＆Ａ のＱ ７ へ）  

※お手持ちの受給者証の右上に「 高額かつ長期」 と 記載がある方は必ずご確認く ださ い。  

負担上限月額管理票（ 緑色） のコ ピー 

（ １ ヶ 月の医療費総額が 50, 000 円を超える月が申請月を含む 12

ヶ 月間で６ 枚以上）  

④ 人工呼吸器等装着区分の申請をする方 

（ 人工呼吸器等を１ 日中装着し ていて離脱の見込みのない方）  
「 人工呼吸器に関する事項」 欄が記入さ れている臨床調査個人票 

該当する方は、 申請書表面の「 負担上限月額の特例」 欄（「 指定難病の名称」 欄の下

の欄） の該当申請項目に必ず☑ チェ ッ ク をいれてく ださ い。  

⑤ 住民税非課税でかつ 

「 患者本人の公的年金収入と 合計所得金額が 80 万円以下」 である方（ 階層区分が

低Ⅰ（ 負担上限月額 2, 500 円） に該当する方）  

令和４ 年１ 月から 令和４ 年 12 月までの障害年金等の支給額が確

認でき る 次のいずれかの書類 

ア 日本年金機構から 郵送さ れた「 年金改定通知書」 と 「 年金振

込通知書」 のコ ピー 

イ  振込みを 受けている通帳等の表紙と 該当期間部分のコ ピ ー 

該当する方は、 申請書裏面の３ （ 収入金額等を記入する欄） に必ず金額

を記入し てく ださ い。  

⑥ 同じ 医療保険に加入し ている方に「 指定難病受給者」・「 小児慢性特定疾病医療受給者」 がいる

方、 患者本人が「 小児慢性特定疾病医療受給者」 である方（ 負担上限月額が按分さ れる方） 

該当者全員分の「 特定医療費（ 指定難病） 受給者証」 又は「 小児

慢性特定疾病医療費受給者証」 のコ ピー、 健康保険証のコ ピ ー 

該当する方は、 申請書裏面の１ の「 受給資格」 欄を必ず記入し てく ださ

い。  

⑦ 個人番号（ マイ ナンバー） による 市町村民税等の確認を希望し ない方 

（ 個人番号（ マイ ナンバー） を提出し ていない方）  

・ 世帯全員の続柄が記載さ れた住民票 
・ 同一世帯の次の方の令和 5 年度の市町村民税の課税額を確認でき る書類 
 国保・ 国保組合： 記号番号が同じ 保険証を お持ちの方全員分 
 後 期 高 齢： 後期高齢の保険証をお持ちの方全員分 
 被用者保険( 被保険者) ： 患者本人分 
 被用者保険( 被扶養者)： 被保険者分（ 被保険者が非課税の場合は患者本人分も ） 

・ 住民票は交付日から ３ ヶ 月以内のも のを提出し てく ださ い。  

・ 課税額を確認でき る書類の例は次のと おり です。  

 【 例１ 】 市町村民税・ 県民税課税証明書 

（ 市役所等で６ 月中旬以降に発行でき ます）  

 【 例２ 】 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書のコ ピ ー 
 



4  注意事項  
 
 ① 更新申請の審査について 

   認定基準を満たしていない場合、審査の結果、申請が不承認と なる場合があり ます。 

 ② 個人番号（マイナンバー）による市町村民税等の確認について 

   昨年度までの申請で、個人番号（マイナンバー）をご提出いただいている方は、負担上限月額の算定に必要な

市町村民税や公的年金等の情報を、当該個人番号を活用し確認させていただきます。 

   個人番号による確認を希望しない方は、住民票等の提出が別途必要になります。 

   （提出書類の詳細は中面の最下欄をご覧ください。） 

 ③ 住民税の申告について 

   昨年中に収入がない方や老齢年金を 受給していない方などは、住民税の申告が必要になります。

詳しくは、同封の『ご本人またはご家族に、昨年中（202２年中）に収入がない方、老齢年金を受給してい

ない方がいる場合は必ずお読みください。』（Ａ４・ピンク）をご覧ください。 

 ④ 申請内容の確認、不足書類の追加提出について 

   申請内容について電話で確認させていただく場合や、提出書類の不足がある場合などに追加で書類の提

出をお願いする電話や文書を送付させていただくことがあります。申請書には、日中に連絡のとれる電話

番号をご記入ください。住民税未申告（詳細はピンクの用紙へ）の方、また保険証や住所変更がある方は

後から住民票や課税証明書の提出を依頼する場合があります。  

 ⑤ 医療費の償還について 

   受給者証の交付が 10 月以降になる場合など、受給者証がお手元にない期間に医療費の過払いが生じた

場合は、請求により過払い分の払い戻しを受けることができます。 
 
5  負担上限月額  
 

 対象者の令和５年度の市町村民税の所得割額（対象者が複数名の場合はその合計額）を基準として、

下表のとおり階層区分を判定し、負担上限月額を決定します。課税額に変更があった場合などは、階

層区分が変更になること があり ます。 

階層区分 階層区分の基準 一般 
高額かつ 

長期 

人工呼吸器 

等装着者 

低所得Ⅰ 
市町村民税 

非課税（世帯） 

本人年収～８０万円 2 ,5 0 0 円 2 , 5 0 0 円  

低所得Ⅱ 本人年収８０万円超 5 ,0 0 0 円 5 , 0 0 0 円  

一般所得Ⅰ 市町村民税課税７．１万円未満 10 , 0 0 0 円 5 , 0 0 0 円 1 , 0 0 0 円 

一般所得Ⅱ 市町村民税課税７．１万円以上２５．１万円未満  2 0 ,0 0 0 円 10 ,0 0 0 円  

上位所得 市町村民税課税２５．１万円以上 3 0 ,0 0 0 円 2 0 ,0 0 0 円  

生活保護 - 0 円 

入院時の食費 全額自己負担 
 
【注意点】 

課税額（非課税）・本人年収額等の確認ができない場合の階層区分 

申請書の対象者の課税地の記載誤り等により、課税額が確認できない 
『上位所得』 

対象者の市町村民税が未申告のため、課税額（非課税）の確認ができない 

（非課税世帯の場合）本人年収が８０万円以下であることが確認できない 『低所得Ⅱ』 

 


